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Ⅰ．自己査定と償却・引当について

1．自己査定について

三井住友銀行は、金融庁の金融検査マニュアルおよび日

本公認会計士協会の実務指針等を踏まえた自己査定基準に

基づき、厳格な自己査定を行っています。この自己査定手

続きは、与信先の債務履行の確実性を示す指標である債務

者格付の下位格付決定プロセスとして位置付けており、自

己査定の債務者区分と格付体系は整合させています。

資産の健全性を確保し、適正な償却・引当を行うための

準備作業である自己査定は、保有する資産を個別に検討し

てその安全性・確実性を判定するものです。具体的には、

各取引先の状況に応じて｢正常先｣｢要注意先｣｢破綻懸念先｣

｢実質破綻先｣｢破綻先｣の 5つの債務者区分に分け、さらに

各取引先の担保・保証条件等を勘案して、債権回収の危険

性または価値毀損の危険性の度合いに応じてⅠ～Ⅳの区分

に分類しています。また、三井住友フィナンシャルグループ

全体のリスク管理を強化する観点から、連結対象各社にお

いても、原則として三井住友銀行と同様に自己査定を実施

しています。

2．償却･引当について

償却とは、債権が回収不能となった場合、または債権が

回収不能と見込まれる場合に、その債権について会計上損

失処理を行うことです。償却には、回収不能額をバランス

シートの資産項目から引き落とし損失処理を行う｢直接償

却｣と回収不能見込額を資産の控除項目の貸倒引当金に計

上することにより損失処理を行う｢間接償却｣があり、この

間接償却のことを一般的に引当処理と言っています。

三井住友銀行は自己査定に基づいて決定された債務者区

分ごとに償却・引当基準を定めており、その手続きの概要

は下記のとおりとなっています。また、三井住友フィナン

シャルグループ全体のリスク管理を強化する観点から、連

結対象各社においても原則として三井住友銀行と同様な償

却・引当基準を採用しています。

三井住友銀行は、オフバランス化や企業再生・再建に積極的に取り組むなど、財務体質の抜本的な強化に努めてきました。

その結果、平成 16年 9月期において、金融再生プログラムで求められている不良債権比率半減を前倒しで達成しました。

不良債権問題からの脱却に着実な一歩を示す一方、より一層の財務体質の改善に今後も取り組んでいきます。

不良債権の現状

債務者区分定義

正常先 業況良好かつ財務内容に特段の問題がないと認め
られる債務者

要注意先 今後の管理に注意を要する債務者

破綻懸念先 今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められ
る債務者

実質破綻先 法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないも
のの実質的に経営破綻に陥っている債務者

破綻先 法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債
務者

分類定義

I分類 回収の危険性または価値の毀損の危険性に問題
（非分類） がない資産

II分類 回収について通常の度合いを超える危険を含むと
認められる債権等の資産

III分類 最終的な回収可能性または価値について重大な懸
念があり、損失の発生の可能性が高い資産

IV分類 回収不能または無価値と判定される資産

償却・引当基準

正常先 格付ごとに過去の倒産確率に基づき
今後 1年間の予想損失額を一般貸倒
引当金（注1）に計上

要注意先 貸倒リスクに応じてグループ分け *
を行い、グループごとに過去の倒産
確率に基づき、将来の予想損失額を
一般貸倒引当金（注1）に計上。また、
大口要管理先を主体として DCF法
的手法も導入。
* グループ分けは、「要管理先債権」と「その他
の要注意先債権」に区分し、後者をさらに
財務内容や与信状況等を勘案して細分化。

破綻懸念先 個々の債務者ごとに分類された III分
類（担保・保証等により回収が見込ま
れる部分以外）のうち必要額を算定
し個別貸倒引当金（注 2）を計上。な
お、大口先で、かつ、合理的なキャッ
シュフローの見積りが可能な先を主
体としてDCF法的手法も導入。

破綻先・実質破綻先 個々の債務者ごとに分類された IV分
類（回収不能または無価値と判定さ
れる部分）の全額を原則直接償却し、
III分類の全額について個別貸倒引当
金（注2）を計上

（注1）一般貸倒引当金 貸金等債権を個別に特定せず、貸出
債権一般に内在する回収不能リスク
に対する引当を行うもの

（注2）個別貸倒引当金 その全部または一部につき回収の見込
みがないと認められる債権（個別に評
価する債権）に対する引当を行うもの
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Ⅱ．不良債権処理額について

不良債権処理額はクレジットコストとも言いますが、こ

れは引当処理の場合は貸倒引当金の追加繰入額、最終処理

の場合は回収不能額から既引当済みの金額を差し引いたも

のになります。

平成16年9月期の不良債権処理額は下表のとおりとなっ

ています。

平成 16年度における不良債権問題からの確実な脱却に

向け、平成 16年 9月期においては、最終処理の促進を図

るとともに、将来リスクへの対応力の強化を目指し、引当

金の積み増しも行いました。結果として、三井住友銀行単

体では 4,558億円の不良債権処理額を計上することになり

ました。

今後は不良債権比率半減に留まらず、経済情勢の変化等

にも揺るがない強固な体質を目指し、さらなるバランス

シートのクリーンアップに注力していきます。

不良債権処理額 8,055
貸出金償却 3,488
個別貸倒引当金繰入額 4,038
共同債権買取機構売却損 —
貸出債権売却損等 557
特定海外債権引当勘定繰入額 △28

一般貸倒引当金繰入額 △3,497

合計（与信関係費用） 4,558

貸倒引当金残高 9,626

部分直接償却（直接減額）実施額 14,092

■平成16年9月期の処理実績（三井住友銀行単体） （単位：億円）

三井住友銀行単体 三井住友フィナンシャルグループ連結

貸倒引当金　合計 9,626 12,224
一般貸倒引当金 4,193 6,017
個別貸倒引当金 5,384 6,158
特定海外債権引当勘定 49 49

■引当金残高 （単位：億円）

与信関係費用（連結損益計算書ベース） 6,128

貸倒引当金残高 12,224

部分直接償却（直接減額）実施額 17,740

■平成16年9月期の処理実績（三井住友フィナンシャルグループ連結） （単位：億円）
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※ディスカウント・キャッシュフロー法的手法とは

三井住友銀行は要管理先・破綻懸念先の大口先を主体と

して、ディスカウント・キャッシュフロー（割引現在価値＝

DCF）法的手法を採用しております。DCF法とは、債権の

元本の回収および利息の受け取りにかかるキャッシュフロー

を合理的に見積もることができる債権について、｢当該キャッ

シュフローを当初の約定利率、または取得当初の実効利子

率で割り引いた金額｣ と ｢債権の帳簿価格｣との差額を貸

倒引当金とする方法のことを言いますが、このDCF法は、

より個別性が高いという点において優れた手法である一

方、その引当金額は、債務者の再建計画等に基づいた将来

キャッシュフローの見積りのほか、割引率や倒産確率等、

DCF法を採用するうえでの基礎数値に左右されることか

ら、三井住友銀行では、その時点における最善の見積りを

行うよう努めており、平成 15年 3月期において大口の要

管理先にDCF法を導入しました。

なお、実務慣行の成熟を踏まえ、平成 16年 9月期より、

大口の破綻懸念先についても DCF法を導入しています

（破綻懸念先の引当対象債権のうち約 6割についてDCF法

を適用し、その引当率は68.1%となっています）。
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Ⅲ．不良債権の開示とオフバランス化の進捗について

1．不良債権開示の概念について

不良債権とは、銀行が保有する貸出金等の債権のうち、

元本または利息の回収に懸念があるものを指します。不良

債権の開示に当たっては、銀行法に基づくもの（リスク管

理債権）と金融機能の再生のための緊急措置に関する法律

に基づくもの（金融再生法開示債権）があり、自己査定に基づ

いて決定された債務者区分にしたがって開示区分が決定さ

れます。金融再生法の開示区分概要およびリスク管理債権

と金融再生法開示債権の相違点は下表のようになっています。

2．不良債権開示額実績について

平成 16年 9月期の金融再生法開示債権とリスク管理債

権は次頁のようになっています。不良債権問題総仕上げの

年として、不良債権比率半減目標を達成すべく、さまざま

な手法を駆使しつつ、企業再生も積極的に行う等鋭意取り

組んできました。結果として、不良債権開示残高は 2兆

4,844億円と平成 16年 3月末比 3,268億円の削減を行いま

した。この結果、不良債権比率は 4.4％となり、平成 16

年度末までに平成 14年 3月末の不良債権比率 8.9％を半

減するとの目標を前倒しで達成しました。

開示債権の区分の概要

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 自己査定において破綻先および実質破綻先として区分された債務者に対する債権額のうち、
回収不能または無価値と判定された部分（IV分類額）を直接償却した残額です。このうち、III
分類額については全額引当をしていますので、これを除いた部分は、担保・保証等により回収
が可能な債権となります。

危険債権 自己査定において破綻懸念先として区分された債務者に対する債権額です。担保・保証等によ
り回収が見込まれる部分以外を III分類とし、個別に必要な金額について個別貸倒引当金を計
上しています。

要管理債権 自己査定における要注意先債権の一部で、3カ月以上延滞の状態にあるか、もしくは貸出条件
の緩和を行っている債権です。

正常債権 期末時点の貸出金、貸付有価証券、外国為替、未収利息、仮払金および支払承諾見返の合計
額のうち、上記の「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」「危険債権」および「要管理債権」
に該当しない債権に相当します。

自己査定における 
債務者区分 

破産更生債権及び 
これらに準ずる債権 

破綻先 

金融再生法に基づく開示債権 リスク管理債権 

貸出金 

破綻先債権 

延滞債権 

3カ月以上延滞債権 

貸出条件緩和債権 

貸出金 

要管理債権 

危険債権 

（正常債権） 

その他の 
債権 

その他の 
債権 

要注意先 

正常先 

実質破綻先 

破綻懸念先 

○ C

○ C○ B○ A

金融再生法に基づく開示債権とリスク管理債権の関係について

リスク管理債権は、貸出金以外

の貸付有価証券、外国為替、未収

利息、仮払金および支払承諾見返

が開示対象に含まれないという点

を除き、金融再生法に基づく開示

債権と一致しています。なお、未

収利息については、自己査定にお

ける債務者区分が｢破綻先｣｢実質

破綻先｣｢破綻懸念先｣である場合、

原則として｢不計上｣としています

ので、金融再生法に基づく開示債

権において開示される未収利息は

ありません。
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三井住友銀行単体 平成16年3月末比 三井住友フィナンシャルグループ連結

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 5,811 ＋2,195 7,073
危険債権 11,241 △786 13,133
要管理債権 7,792 △4,677 9,450

小計 24,844 △3,268 29,656

正常債権 536,734 ＋7,990 570,678

合計 561,578 ＋4,722 600,334

部分直接償却（直接減額）実施額 14,092 17,740

■金融再生法に基づく開示債権

（注1）部分直接償却（直接減額）14,092億円を含みます｡
（注2）金融再生法開示対象外のオンバランス･オフバランス資産に対する引当

が一部含まれています｡
（破綻先・実質破綻先 66億円、破綻懸念先100億円）

（注3）｢破綻先｣、｢実質破綻先」、｢破綻懸念先｣、｢要管理先債権｣および｢要注意
先債権（要管理先債権を含む）｣は、担保・保証等により回収可能部分の
金額を除いた残額に対する引当率を示しています。

（注4） ｢正常先債権｣および｢要管理先債権以外の要注意先債権｣は、債権額に対
する引当率を示しています。
ただし、｢要管理先債権以外の要注意先債権｣について、［ ］内に、担
保・保証等により回収可能部分の金額を除いた残額に対する引当率を示
しています。

（注5）担保・保証等により回収可能部分の金額を除いた残額に対する引当率を
示しています。

自己査定の 
債務者区分 

金融再生法に基づく開示債権 

破産更生債権及び 
これらに準ずる債権 

自己査定における分類区分 
引当金残高 

破綻先 

実質破綻先 

破綻懸念先 

要注意先 

正常先 

非分類 II分類 III分類 
引当率 

危険債権 

担保・保証等により 
回収可能部分 全額引当 

必要額 
を引当 

正常先債権 

特定海外債権引当勘定 

貸倒引当金　計 

○個別貸倒引当金+要管理債権 
に対する一般貸倒引当金 

要管理債権 

（要管理先債権） 

要管理債権中の保全部分 要管理債権に対する 
一般貸倒引当金1,6063,819（○） 

要管理先債権以外の 
要注意先債権 

不良債権比率（○/④） 
4.4%

全額償却 
（注1） 個

別
貸
倒
引
当
金 

一
般
貸
倒
引
当
金 

261 
（注2） 

38.7%
  （注3） 

引当率 
（注5） 

（○ / ○） 
64.8％ 
 

100%
（注3） 

77.3%
（注3） 

3.8% 
[10.1%] 
（注4） 

19.1%
（注3） 

0.1% 
（注4） 

5,123
（注2） 

4,193

49

6,990

9,626

5,811（①） 

11,241（②） 

7,792（③） 

正常債権 

536,734

総計 

561,578（④） 

○=①+②+③ 

24,844

5,616（○） 

担保・保証等により 
回収可能部分 

4,616（○） ロ 

195

6,625

○担保・保証等により回収可能部分 
（○+○+○）                 14,051イ ハ ロ 

C

保全率　（（○+○）/ ○ ） B C A

 ○左記以外 
 （○–○） 
D

A C 10,793

84.7%

IV分類 

（単位：億円） 
■自己査定、開示および償却・引当との関係（三井住友銀行単体） 

ハ 

イ 

B D

A

B
A

（単位：億円）

三井住友銀行単体 平成16年3月末比 三井住友フィナンシャルグループ連結

破綻先債権 592 △80 870
延滞債権 15,524 ＋916 18,441
3カ月以上延滞債権 468 △8 529
貸出条件緩和債権 7,324 △4,669 8,847

合計 23,908 △3,841 28,687

部分直接償却（直接減額）実施額 13,835 17,158

■リスク管理債権 （単位：億円）
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3．オフバランス化の進捗状況について

平成 16年 9月期においては、引き続きオフバランス化

に注力し、9,040億円のオフバランス化を実施しました。

平成 13年 4月に、政府により金融と産業の一体再生を目

標とする緊急経済対策が取りまとめられ、そのなかの具体

的施策としての｢不良債権の抜本的なオフバランス化｣にお

いて、主要行は破綻懸念先以下の債権に区分されるに至っ

た債権につき、平成 13年度以降、既存分は 2年以内、

新規発生分は 3年以内にオフバランス化につながる措置を

講ずることを求められていますが、順調に処理は進んでい

ます。

■開示債権の業種別構成（三井住友銀行単体）

金融再生法に基づく開示債権 （構成比） リスク管理債権 （構成比）

国内 24,290 (100.0%) 23,434 (100.0%)
製造業 815 (3.4%) 803 (3.4%)
農業、林業、漁業及び鉱業 9 (0.0%) 9 (0.0%)
建設業 3,613 (14.9%) 3,036 (13.0%)
運輸、情報通信、公益事業 874 (3.6%) 844 (3.6%)
卸売・小売業 3,008 (12.4%) 2,984 (12.7%)
金融・保険業 476 (2.0%) 461 (2.0%)
不動産業 8,996 (37.0%) 8,859 (37.8%)
各種サービス業 4,174 (17.2%) 4,139 (17.7%)
地方公共団体 — (—) — (—)
その他 2,325 (9.5%) 2,299 (9.8%)

海外 554 474
政府等 1 1
金融機関 25 3
商工業 528 470
その他 — —

国内・海外　合計 24,844 23,908

（単位：億円）

（注）「国内」は国内店（特別国際金融取引勘定を除く）の合計です。「海外」は海外店（特別国際金融取引勘定を含む）の合計です。

4．開示債権の地域別構成と業種別構成について

■開示債権の地域別構成（三井住友銀行単体）

金融再生法に基づく開示債権 （構成比） リスク管理債権 （構成比）

国内 24,290 (97.8%) 23,434 (98.0%)

海外 554 (2.2%) 474 (2.0%)
アジア 170 (0.6%) 129 (0.5%)
インドネシア 31 (0.1%) 31 (0.1%)
香港 29 (0.1%) 28 (0.1%)
インド 23 (0.1%) 17 (0.1%)
中国 4 (0.0%) 4 (0.0%)
その他 83 (0.3%) 49 (0.2%)

北米 288 (1.2%) 272 (1.2%)
中南米 28 (0.1%) 5 (0.0%)
西欧 68 (0.3%) 68 (0.3%)
東欧 — (—) — (—)

国内・海外　合計 24,844 (100.0%) 23,908 (100.0%)

（単位：億円）

（注）「国内」は国内店（特別国際金融取引勘定を除く）の合計です。「海外」は海外店（特別国際金融取引勘定を含む）の合計です。
債務者所在国を基準に集計しています。

（単位：億円）
平成15年3月末 平成15年度 平成16年3月末 平成16年度上期 平成16年9月末

① 新規発生額 オフバランス化額 ② 新規発生額 オフバランス化額 ③

破産更生等債権 5,249 1,257 △2,890 3,616 1,697 498 5,811
危険債権 21,295 12,279 △21,547 12,027 8,752 △9,538 11,241
合　計 26,544 13,536 △24,437 15,643 10,449 △9,040 17,052

増減（②－①） 増減（③－②）

破産更生等債権 △1,633 2,195
危険債権 △9,268 △786
合　計 △10,901 1,409

■オフバランス化の実績（三井住友銀行単体）
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